
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

２０１９．１ 号外 

れんごうＹＡＭＡＮＡＳＨＩ 号外 

１月１１日(金)～１月２７日(日)まで 

☆お近くの市町村役場などが期日前投票所と

なります。詳しくは・・・(公示日以降に) ↓ 

満 18 歳以上かどうかの算定は，投票日時点において行う

こととされています。 

年齢については投票日の翌日が満 18 歳の誕生日である

人まで選挙権を有することになります。 

１８歳～「若者の声を政治に・・･地方が輝く政治に」 



 

 
 

 
 

 

 

1月27日(日)は 

投票日です 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             

 
 
 
 

                                         

たった 1 票だけど・・・ 
 
 

後

・・・ １票という「権利」を生かそう ・・・ 

組織内討議資料 

 

今の山梨を守り抜くには・・・「投票」 

大切にして～せんきょケン 


